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令和令和８８年度  年度  新規事業新規事業についてについて

　企画推進施策　
•総合計画策定事業

町の最上位計画である第６次総合計画及び第４
期総合戦略・人口ビジョンの策定に向けて調査
等準備を開始します。

•国際交流の推進
モンゴル国ブルガン県ダシンチレン町との友好
と繁栄の促進のため、教育・文化・スポーツ・
農業・観光等
の交流につい
て協議検討を
おこなってま
いります。

　子 育 て 施 策　
•子ども第三の居場所づくり

子どもたちが安心して過ごせる「子ども第三の
居場所」づくりを推進します。自己肯定感や人
と関わる力、生活習慣や学習習慣など、将来の
自立に向けて大切な力を育むこの活動に対し、
支援を行ってまいります。

白子町が令和８年度に新たに実施する新規事業について、その一部をご紹介します。

　防 災 施 策　
•白子中学校体育館・格技場の空調設備設置検討

災害時には避難所としても活用される中学校体
育館及び格技場に、空調設備を設置するための
検討及び設計業務等の必要な準備を進めます。

　商工業振興施策　
•中小企業等エネルギー価格高騰緊急対策支援

エネルギー・物価高騰の影響を受けている中小
企業等（個人事業主含む）に対し、事業の継続
を支援するため支援金を支給します。

　農業振興施策　
•農林水産業エネルギー価格高騰緊急対策支援

エネルギー・物価高
騰の影響を受けてい
る農林水産業者に対
し、事業の継続を支
援するため支援金を
支給します。

令和８年度の自治会長が決まりました
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白子町町民生活支援商品券白子町町民生活支援商品券についてについて
　町では物価高騰等により、多大な影響を受けている町民の
方の生活支援や地域経済の活性化に資することを目的として、
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、
白子町町民生活支援商品券を発行します。

  交付対象者  　令和８年３月３１日において、住民基本台帳法
（昭和４２年法律第８１号）の規定により本町の住民基本台帳に登録されて
おり、引き続き町内に住所を有する方

  商　品　券  　１人あたり　１０，０００円（１，０００円券×１０枚）
６月より順次世帯主様宛てに世帯員分の商品券を
簡易書留にて一括送付します。

  使 用 期 間  　令和８年７月１日（水）から令和８年９月３０日（水）まで

  利 用 店 舗  　商品券に同封しています。
（最新の情報はウェブサイトに掲載しています。）

 問い合わせ 　商品券について　　　　企画財政課　　☎３３－２１８０
利用可能店舗について　白子町商工会　☎３３－２５１７

みほんみほん

▲町ホームページ

ひとこと日記
４月は行政機関や各種団体の人事異動に伴う挨拶や来客等の対応、そして、これから始まる年間計画な

どの準備であっという間に過ぎました。
ゴールデンウイークを迎え、町内は鮮やかな緑色のたまねぎ畑が広がっています。生で食べても甘くて

みずみずしいと人気の『白子たまねぎ』は、ブランド野菜として商標登録されており、白子町を代表する
特産品のひとつです。県内はもとより関東地方でも広く知られ、これからの時期は、たまねぎを買い求め
る方やたまねぎ狩りを楽しむ多くの方で町内が賑わいます。また、今年も５月１０日（日）に古所海岸前
広場で『第２３回おいしさ一番「白子たまねぎ」祭り』が開催されます。たまねぎのつかみ取りや地元特
産品の販売、模擬店の出店、各種団体による実演などが行われる予定です。

今年は白子町玉葱出荷組合創立５０年の記念の年。その道のりは平坦ではなく、並々
ならぬご苦労があったと伺っております。長年にわたり白子たまねぎの生産に取り組
み、組合を支えてこられた歴代組合員と関係者の皆様の努力に感謝と敬意を表すると
ともに、白子町のブランド野菜として末永く継承されることを願っています。農業は
人々の食を支える大元の産業。町も関係機関と連携し、力強い支援を続けていきます。

白子町長　　緑川　輝男
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マイナ保険証マイナ保険証がが医療費助成受給券医療費助成受給券としてとして
利用できるようになりました！利用できるようになりました！

　白子町では、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組みを推進するために開
発をした「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム（Public Medical Hub：PMH)」の運用を
開始しました。
　マイナ保険証（マイナンバーカードの健康保険証の利用登録が必要）を利用する町民の方が、千葉
県内の医療機関・薬局等を受診する場合、マイナンバーカード１枚で、対象制度の受給者
証としても利用ができます。
参考：デジタル庁ホームページ　自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム

  と　　き  　５月１0 日（日）
９時～１５時　小雨決行・荒天中止

  と こ ろ  　古所海岸前広場
（旧アクア健康センター裏）

  内　　容  　白子たまねぎ等地元特産品の販売、各種
模擬店の出店、各種団体による実演等
※例年イベント日に行われていた「た

まねぎ掘り取り体験」は行いません。

  問い合わせ  　商工観光課　☎３３－２１１７

第２3回 おいしさ一番おいしさ一番
「「白子たまねぎ白子たまねぎ」」祭り祭り  開催開催

　医療機関・薬局等において、マイナンバーカー
ドを読み取ると、「医療費助成の対象受給者証を
利用しますか？」と聞かれますので、「利用する」
を選択し、ご利用ください。なお、PMHについ
ては、デジタル庁が全国展開を進めているとこ
ろですが、現時点では未対応の医療機関・薬局
等も多くあるため、受診の際は紙の受給券も併
せてお持ちください。

  問い合わせ  　住民課　子育て支援係　☎３３－２１７８
健康福祉課　福祉係　　☎３３－２１１３

⃝子ども医療費助成受給券

⃝ひとり親家庭等医療費等助成受給券

⃝重度心身障害者医療費助成受給券

⃝療養介護医療費受給者証

⃝肢体不自由児通所医療受給者証

対象となる受給券 利用方法
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戸籍に記載されるフリガナの戸籍に記載されるフリガナの
通知ハガキの確認はお済みですか？通知ハガキの確認はお済みですか？

　令和７年５月２６日に改正戸籍法が施
行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガ
ナが追加されることになりました。
　本籍地の市区町村から戸籍に記載され
る氏名のフリガナを確認する通知ハガキ
が郵送されています。白子町に本籍があ
る方には、令和７年８月下旬頃に通知し
ています。
　必ずご自宅に届いた通知ハガキの確認
をお願いします。

正しい場合

誤っている場合

届出方法

届出不要です。通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

令和８年５月２５日（月）までに
氏名のフリガナを届け出てください。

マイナポータルを利用したオンライン届出
（その他、市区町村窓口での届出も可能）

通知のフリガナが…通知のフリガナが…

  問い合わせ  　住民課　戸籍住民係　☎３３－２１１２

※戸籍の振り仮名制度については、法務省ホームページをご確認ください。

みほんみほん

全国青年・女性漁業者交流大会で受賞全国青年・女性漁業者交流大会で受賞

南白亀川漁業協同組合は、令和７年１１月の千
葉県大会を勝ち抜き、令和８年３月５日、６日に開
催された「第３１回全国青年・女性漁業者交流大会」
に出場し、農林中央金庫理事長賞を受賞しました。
本組合は、伝統ある南白亀川の「アオノリ」が

不作となったことから、伝統の香りを何とか復活
させたいという思いから、関係機関と連携しなが
ら試行錯誤を重ね、その研究・成果等について代
表理事組合長の長島均氏が発表しました。

南白亀川漁業協同組合（長島　均 代表理事組合長）
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後 期国 保 ・

後期高齢者医療制度の加入者の皆様へ
令和８年８月以降の医療機関等へのかかり方についてのお知らせです。

▶85歳以上の方全員

▶84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方（※２）

▶84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方（※１）

　（マイナ保険証をお持ちでない方も含みます）

お手元の資格確認書の有効期限は令和８年７月３１日です。

　これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書を７月中にお届けしますので、
お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。

　マイナ保険証での受診をお願いいたします。
　マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより資格確認書を
交付しますので、その場合は資格確認書での受診も可能です。

　７月中にお届けする郵送物に申請書を同封しますので、マイナ保険証での受診が難しくなった方は
申請してください。

　これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書を７月中にお届けしますので、
お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。

※１　マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、下記の※２に該当しない方です。
※２　マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
　　① 過去１年間で６回以上マイナ保険証を利用されている方
　　② 概ね直近３か月以内にマイナ保険証を利用されている方
　マイナ保険証のご利用状況は、７月中にお届けする新たな資格確認書を作成する時点の情報と
なります。

０１２０-９５-０１７８
５番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。

平　日：９時３０分～２０時００分
土日祝：９時３０分～１７時３０分

マイナンバーカード
の保険証利用につい
てもっと知りたい方
はこちら受付時間（年末年始を除く）

マイナンバー総合
フリーダイヤル

マ　イ　ナン バー
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年 金

学生納付特例制度　毎年度申請が必要です
　日本国内に住んでいる２０歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。
　この制度は、所得の少ない学生の方が申請し、承認されることで在学中の国民年金保険料納付が猶予される制度
です。また、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入され、病気やけがで障害が
残ったときに障害基礎年金を受け取ることができるようになるメリットがあります。
　保険料を納められないときは未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。

▶対象　大学（大学院）や短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、
一部の海外大学の日本分校（夜間・定時制課程、通信制課程も含む）に在学する２０歳以上の学生

※各種学校：修業年限が１年以上の課程に在学している方に限ります。
　（私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。）
※海外大学の日本分校：日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課

程に在籍する方。

▶学生本人の前年所得　《１２８万円＋扶養親族等の数×３８万円》以下

　役場住民課（国保年金係）の窓口で申請します。申請書は、役場住民課または年金事務所にあります。
※申請書は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

▶申請に必要なもの
・基礎年金番号のわかるもの（年金手帳・基礎年金番号通知書など）
・在学期間がわかる学生証のコピー（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面の

コピーを含む）または在学証明書（原本）
※前年所得があった方や退職した方が申請を行うときは、その他必要な書類がある場合があります。

マイナンバーカードを利用して電子申請ができます
　電子申請なら紙の申請書の入手・記入は不要です。くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

❶受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
❷10年以内であれば保険料をさかのぼっておさめること（追納）することが出来ます。
　なお、承認を受けた年度から３年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて当時の保険料に

一定率を乗じた金額が加算されます。
　※保険料の追納には年金事務所で申し込みが必要になります。
❸障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
　※障害基礎年金、遺族基礎年金を受給する場合には、納付条件があります。

　前年度、学生納付特例の承認を受け、今年度以降も引き続き在学予定である方には、
申請書（ハガキ形式）が送付されます。申請書（ハガキ形式）が届いた方は、学生等で
ある証明書類の添付は必要ありません。
※ただし、在学する学校等が変わったときは、改めて年金事務所へ申請してください。

日本年金機構ホームページ	 千葉年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/　	 ☎０４３－２４２－６３２０

適用基準
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申請は毎年度必要です

申　　請
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補助金の名称・問い合わせ先 対象者 補助金・奨励金額 対象住宅・工事

白子町住宅用設備等
脱炭素化促進事業補助金
環境課　☎３３ －２１１８

•町内に住所を有する方等
•世帯全員の町税等の滞納がない方
•太陽光発電設備の設置費等を負担し、もしくは太陽光発電設備等を所有する方
•電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置する住

宅で、設置する設備と同種の設備に対して、この制度による補助を受けていない方
•電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車についての補助を受けようと

する方は、導入する住宅でこの制度に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を
受けていないこと

補助対象経費のうち次に掲げる額
•家庭用燃料電池システム（エネファーム）：上限２０万円
•定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）：１４万円
•電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
　住宅用太陽光発電設備および
　Ｖ２Ｈ充放電設備を併設する場合：上限１５万円
　住宅用太陽光発電設備を併設する場合：上限１０万円
•Ｖ２Ｈ充放電設備：補助対象経費×１／１０　上限２５万円

•定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）を設置する場合は、
実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること

•電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を購入する者が居住する場合は、実績報告
日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること

　なお、住宅用太陽光発電設備およびＶ２Ｈ充放電設備を併設する場合の補助を受
けようとする場合は、実績報告日までにＶ２Ｈ充放電設備を設置していること

•Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する場合は、実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設
置され、かつ、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車が導入されていること

合併処理浄化槽
設置整備事業補助金
環境課　☎３３ －２１１８

•町内に住所を有する方等
•町税等の滞納がない方
•この補助金を初めて受ける方

新築・建替え（汲取り転換）に伴う合併浄化槽の設置：９万円
上記以外の合併浄化槽の設置　　５人槽：３３万円
　　　　　　　　　　　　　　　７人槽：４１万４千円
　　　　　　　　　　　　　　１０人槽：５４万６千円
　　　※次の場合加算あり
　　　•合併浄化槽への転換
　　　　単独浄化槽から：１０万円
　　　　汲取り便槽から（建替えを除く）：６万円
　　　•建築確認を伴わない合併浄化槽への転換：１０万円

•国庫補助指針に適合しているもの
•補助対象地域内に設置するもの
•処理対象人員１０人以下のもの

木造住宅耐震診断
補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に木造住宅を所有し、当該住宅に住所を有する方、または継続的に住所を
有することができる方

•この補助金を初めて受ける方（１人１棟まで）
•世帯全員の町税及び町有施設使用料等滞納がない方

費用の２分の１　
限度額　４万円

•主要構造部が木材で造られている住宅
•昭和５６年５月３１日以前に建築・着工した住宅
•居住用の建築物で一戸建の住宅または併用住宅
•２階建以下の住宅（地下を除く）

木造住宅耐震改修
補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に木造住宅を所有し、居住している方
•この補助金を初めて受ける方（１人１棟まで）
•世帯全員の町税及び町有施設使用料等滞納がない方

耐震設計・工事監理・改修工事を一体に行う費用の５分の４
限度額　通常の耐震改修　１００万円
　　　　二段階耐震改修　段階ごとに５０万円
　

•昭和５６年５月３１日以前に建築・着工した住宅で主要構造部が木材で造られている住宅
•居住用の建築物で一戸建の住宅または併用住宅
•２階建以下の住宅（地下を除く）
•耐震診断において判定値が１．０未満と診断され、工事後に１．０以

上となる２階建以下の住宅
•二段階耐震改修の場合、判定値が一段階目で１階が１．０以上また

は全体が０．７未満の場合は０．７以上となること。また、二段階目
で全体が１．０以上となること。

マイホーム取得奨励金
建設課　☎３３－２１１６

•住宅を取得して１年以内の方
•世帯全員の町税及び町有施設使用料等の滞納がない方
•奨励金交付後１０年以上継続して対象住宅に定住できる方

基礎額　１件あたり３０万円　※次の場合加算あり
　　　　•町外から転入　３０万円
　　　　•町内建築業者で建築　３０万円

•基準日（住宅取得年度４月１日）において夫婦いずれかが４９歳
以下で子を有する方または、夫婦ともに４０歳以下の方若しく
はひとり親家庭で父または母が４０歳以下の方　２０万円

•基準日において年齢が満１８歳未満の子がいるとき
　※子１人につき　１０万円

•建築確認済証の交付を受けている住宅（新築住宅の場合）
•居住用面積５０㎡以上の住宅
•他の制度による助成金または保険給付金を受けていない住宅
•購入価格（土地代を含む。）が２００万円以上であること。（中古住宅、

空家の場合）
•３親等内の親族から購入したものでないこと。（中古住宅の場合）

【フラット３５】地域連携型
建設課　☎３３－２１１６

住宅を取得する際に「白子町マイホーム取得奨励金」と併せて【フラット３５】
を利用する方でマイホーム取得奨励金の下記いずれかに該当する方
•「町外から転入」に係る加算を利用する方
•「基準日において年齢が満１８歳未満の子がいる」に係る加算を利用する方
•「空家」を購入する方

【フラット３５】地域連携型利用対象証明書を町に提出し、町
から【フラット３５】地域連携型利用対象証明書の交付を受け、
取扱金融機関へ提出してください。
※町と住宅金融支援機構が連携し【フラット３５】の借入金利

を一定期間引き下げる制度です

住宅リフォーム補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に居住している方または白子町に定住予定の方
•世帯全員の町税及び町有施設使用料等滞納がない方
•町内業者により工事を行う方
•補助金交付後１０年以上継続して定住できる方

対象工事額の１０％（１，０００円未満切捨）
限度額　２０万円（ブロック塀は１０万円）

•自己の居住用または併用住宅
•工事金額が２０万円以上、ブロック塀の場合は１０万円以上
•住宅のリフォームは１０年に１回限り（ブロック塀は１回限り）
　※新築から所有している住宅は、建築から１０年経過していること。

白子町結婚新生活
支援事業補助金
企画財政課
　☎３３ －２１８０

次の条件をすべて満たす世帯
•世帯の所得が５００万円未満であること
•夫婦がともに白子町内に住民登録を有する世帯
•過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
•婚姻日の年齢が夫婦ともに満４９歳以下であること
•夫婦のいずれもが市町村民税等を滞納していないこと
•夫婦のいずれもが暴力団員等でないこと
•他の公的制度による同種の補助金を受けていないこと
•令和８年４月１日以降に婚姻届を提出した夫婦

•夫婦ともに３９歳以下　３０ 万円
•上記以外　　　　　　　１５万円

•婚姻に伴う町内での住宅購入費または賃借料
　（敷金、礼金等含む）
•婚姻に伴う町内への引越費用
　（引越業者または運送業者へ支払った場合のみ）
•婚姻に伴う町内での住宅リフォームに要した費用
　（修繕、増築、改築等）

白子町では、住宅に関する各種の補助制度があります。
予算がなくなり次第、受付を終了しますので、着工前に必ず担当課にご相談ください。

補助金で
マイホームを快適に！

広報しらこ2 0 2 6 . 5 8



補助金の名称・問い合わせ先 対象者 補助金・奨励金額 対象住宅・工事

白子町住宅用設備等
脱炭素化促進事業補助金
環境課　☎３３ －２１１８

•町内に住所を有する方等
•世帯全員の町税等の滞納がない方
•太陽光発電設備の設置費等を負担し、もしくは太陽光発電設備等を所有する方
•電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置する住

宅で、設置する設備と同種の設備に対して、この制度による補助を受けていない方
•電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車についての補助を受けようと

する方は、導入する住宅でこの制度に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を
受けていないこと

補助対象経費のうち次に掲げる額
•家庭用燃料電池システム（エネファーム）：上限２０万円
•定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）：１４万円
•電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
　住宅用太陽光発電設備および
　Ｖ２Ｈ充放電設備を併設する場合：上限１５万円
　住宅用太陽光発電設備を併設する場合：上限１０万円
•Ｖ２Ｈ充放電設備：補助対象経費×１／１０　上限２５万円

•定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池）を設置する場合は、
実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること

•電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を購入する者が居住する場合は、実績報告
日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること

　なお、住宅用太陽光発電設備およびＶ２Ｈ充放電設備を併設する場合の補助を受
けようとする場合は、実績報告日までにＶ２Ｈ充放電設備を設置していること

•Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する場合は、実績報告日までに住宅用太陽光発電設備が設
置され、かつ、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車が導入されていること

合併処理浄化槽
設置整備事業補助金
環境課　☎３３ －２１１８

•町内に住所を有する方等
•町税等の滞納がない方
•この補助金を初めて受ける方

新築・建替え（汲取り転換）に伴う合併浄化槽の設置：９万円
上記以外の合併浄化槽の設置　　５人槽：３３万円
　　　　　　　　　　　　　　　７人槽：４１万４千円
　　　　　　　　　　　　　　１０人槽：５４万６千円
　　　※次の場合加算あり
　　　•合併浄化槽への転換
　　　　単独浄化槽から：１０万円
　　　　汲取り便槽から（建替えを除く）：６万円
　　　•建築確認を伴わない合併浄化槽への転換：１０万円

•国庫補助指針に適合しているもの
•補助対象地域内に設置するもの
•処理対象人員１０人以下のもの

木造住宅耐震診断
補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に木造住宅を所有し、当該住宅に住所を有する方、または継続的に住所を
有することができる方

•この補助金を初めて受ける方（１人１棟まで）
•世帯全員の町税及び町有施設使用料等滞納がない方

費用の２分の１　
限度額　４万円

•主要構造部が木材で造られている住宅
•昭和５６年５月３１日以前に建築・着工した住宅
•居住用の建築物で一戸建の住宅または併用住宅
•２階建以下の住宅（地下を除く）

木造住宅耐震改修
補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に木造住宅を所有し、居住している方
•この補助金を初めて受ける方（１人１棟まで）
•世帯全員の町税及び町有施設使用料等滞納がない方

耐震設計・工事監理・改修工事を一体に行う費用の５分の４
限度額　通常の耐震改修　１００万円
　　　　二段階耐震改修　段階ごとに５０万円
　

•昭和５６年５月３１日以前に建築・着工した住宅で主要構造部が木材で造られている住宅
•居住用の建築物で一戸建の住宅または併用住宅
•２階建以下の住宅（地下を除く）
•耐震診断において判定値が１．０未満と診断され、工事後に１．０以

上となる２階建以下の住宅
•二段階耐震改修の場合、判定値が一段階目で１階が１．０以上また

は全体が０．７未満の場合は０．７以上となること。また、二段階目
で全体が１．０以上となること。

マイホーム取得奨励金
建設課　☎３３－２１１６

•住宅を取得して１年以内の方
•世帯全員の町税及び町有施設使用料等の滞納がない方
•奨励金交付後１０年以上継続して対象住宅に定住できる方

基礎額　１件あたり３０万円　※次の場合加算あり
　　　　•町外から転入　３０万円
　　　　•町内建築業者で建築　３０万円

•基準日（住宅取得年度４月１日）において夫婦いずれかが４９歳
以下で子を有する方または、夫婦ともに４０歳以下の方若しく
はひとり親家庭で父または母が４０歳以下の方　２０万円

•基準日において年齢が満１８歳未満の子がいるとき
　※子１人につき　１０万円

•建築確認済証の交付を受けている住宅（新築住宅の場合）
•居住用面積５０㎡以上の住宅
•他の制度による助成金または保険給付金を受けていない住宅
•購入価格（土地代を含む。）が２００万円以上であること。（中古住宅、

空家の場合）
•３親等内の親族から購入したものでないこと。（中古住宅の場合）

【フラット３５】地域連携型
建設課　☎３３－２１１６

住宅を取得する際に「白子町マイホーム取得奨励金」と併せて【フラット３５】
を利用する方でマイホーム取得奨励金の下記いずれかに該当する方
•「町外から転入」に係る加算を利用する方
•「基準日において年齢が満１８歳未満の子がいる」に係る加算を利用する方
•「空家」を購入する方

【フラット３５】地域連携型利用対象証明書を町に提出し、町
から【フラット３５】地域連携型利用対象証明書の交付を受け、
取扱金融機関へ提出してください。
※町と住宅金融支援機構が連携し【フラット３５】の借入金利

を一定期間引き下げる制度です

住宅リフォーム補助金
建設課　☎３３－２１１６

•町内に居住している方または白子町に定住予定の方
•世帯全員の町税及び町有施設使用料等滞納がない方
•町内業者により工事を行う方
•補助金交付後１０年以上継続して定住できる方

対象工事額の１０％（１，０００円未満切捨）
限度額　２０万円（ブロック塀は１０万円）

•自己の居住用または併用住宅
•工事金額が２０万円以上、ブロック塀の場合は１０万円以上
•住宅のリフォームは１０年に１回限り（ブロック塀は１回限り）
　※新築から所有している住宅は、建築から１０年経過していること。

白子町結婚新生活
支援事業補助金
企画財政課
　☎３３ －２１８０

次の条件をすべて満たす世帯
•世帯の所得が５００万円未満であること
•夫婦がともに白子町内に住民登録を有する世帯
•過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
•婚姻日の年齢が夫婦ともに満４９歳以下であること
•夫婦のいずれもが市町村民税等を滞納していないこと
•夫婦のいずれもが暴力団員等でないこと
•他の公的制度による同種の補助金を受けていないこと
•令和８年４月１日以降に婚姻届を提出した夫婦

•夫婦ともに３９歳以下　３０ 万円
•上記以外　　　　　　　１５万円

•婚姻に伴う町内での住宅購入費または賃借料
　（敷金、礼金等含む）
•婚姻に伴う町内への引越費用
　（引越業者または運送業者へ支払った場合のみ）
•婚姻に伴う町内での住宅リフォームに要した費用
　（修繕、増築、改築等）

住宅住宅のの新築新築・・リフォームリフォームなどのなどの補助制度補助制度
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対象となる方

必要な書類（書類は健康福祉課窓口及び町ホームページよりダウンロードできます。）

申請方法

費　用

　高齢者のみの世帯、身体障がい者世帯および日中独居世帯に対して、緊急通報装置（ペンダント型
発信器付）を貸与します。緊急通報装置は、家庭にある電話回線を利用して、緊急事態が発生したとき、
ごく簡単な操作で自動的に受診センター等へ通報することができます。
　急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることにより、日常生活での不安感を解消します。

令和8年4月1日令和8年4月1日よりより  定期予防接種が始まりました定期予防接種が始まりました
  対象ワクチン  　ＲＳウイルス（母子免疫ワクチン）
  対 　 象 　 者  　接種日に町に住所を有する、妊娠２８週０日～３６週６日までの妊婦の方で、

令和８年４月１日以降にワクチン接種をした方
※対象者には、町で予診票を発行しています。
　詳しくは健康づくりセンターまでお問い合わせください。

  問い合わせ  　健康づくりセンター　☎３３－２１７９

緊 急 通 報 装 置 の 貸 与

町内に在住する方で
⃝65歳以上の高齢者のみの世帯
⃝身体障がい者世帯
⃝日中独居高齢者（対象となる高齢者の病状等、

条件があります。詳しくはお問い合わせてく
ださい。）

１．白子町緊急通報装置貸与申請書
２．緊急通報装置協力員届出書
３．誓約書
４．世帯員の前年度市町村民税額がわかる書類（公簿等で確認できる場合は、必要ありません）
５．日中独居高齢者は、上記のほかご家族の就労証明書等を提出していただきます。

健康福祉課窓口にお越しください。

１月あたりの利用料
区　分 利用料 

住民税非課税世帯 無　料

住民税課税世帯 ３００円

日中独居世帯 １，７００円

  問い合わせ  　健康福祉課　福祉係　☎３３－２１１３
■℻０４７５－３３－４１３２

fukushi@town.shirako.lg.jp

広報しらこ2 0 2 6 . 5 10



※年齢基準日：令和８年４月１日

子宮頸がん検診 骨密度検診

対 象 者
２０歳以上の女性

※対象年齢であっても町の集団検診の
該当とならない場合があります。

２０～７０歳の５歳刻みの女性

※今年度対象の方は次回の受診が５年後に
なります。是非この機会にご受診ください。受 診 票

送 付 対 象
⃝令和７年度に検診を受けた方
⃝新たに申込みをされた方
⃝３０・３５歳の女性

自 己 負 担 額 ５００円（※２０歳の方は無料） ５００円

実 施 日
受 付 時 間

５月１１日（月）・２０日（水）・２１日（木）　９時３０分～１１時、１３時～１４時３０分
※検診は指定日時でのご案内となります。

日程変更を希望される場合は、事前に健康づくりセンターまでご相談ください。

検 診 会 場 健康づくりセンター

  問い合わせ  　健康づくりセンター　☎３３－２１７９

  問い合わせ  　健康づくりセンター　☎３３－２１７９

対 象 者

⃝保険給付を伴う不妊治療を開始している方
⃝法律上の婚姻関係にある夫婦
⃝夫及び妻が、申請日の１年以上前から白子町に住所を有し、かつ、居住している方
⃝申請時に町税の滞納がない方

対 象 と な る
治 療

令和６年４月以降に保険適用で行った人工授精等の一般不妊治療、または体外受精、顕微授精等
の生殖補助医療等

助 成 額 医療保険の適用を受けた後の本人負担から高額療養費等の額を引いた自己負担額の２分の１を乗じ
た額（１，０００円未満切り捨て）とし、同一夫婦について申請年度あたり１０万円を上限とします。

必 要 書 類

①不妊治療費保険診療助成金支給申請書兼請求書
②不妊治療等に係る費用の助成事業受診証明書
③健康保険の資格確認書等の写し
　（男性が治療を受けた場合は男性の健康保険の資格確認書等の写しも提出）
④保険医療機関等が発行する不妊治療費等に係る費用の領収書及び明細書
⑤高額療養費の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定書の写し等
⑥振込先金融機関の口座確認書類（通帳やキャッシュカードのコピー等）
※①②の様式は健康づくりセンター窓口又は町ホームページよりご確認下さい。 
※高額療養費制度により、後日医療費の払い戻しを受けた場合には、その額を差し引いた残りを助成対象とします。

申 請 期 限 不妊治療が終了した日から６か月を経過する日の属する月末まで

子宮頸がん・骨密度検診のお知らせ
子宮頸がん・骨密度検診を実施します。受診機会のない方は、ぜひこの機会に受診をご検討ください。

「受診票送付対象者」でない方で検診を希望される場合は、健康づくりセンターまでお申込みください。

20歳以上の女性の方へ

不妊治療費を一部助成しています
不妊治療を受けた夫婦に対して、保険診療による不妊治療等にかかる費用の一部を助成しています。
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対象者：白子町在住の４０歳以上の方
　　　　申込時に歩数計をお渡しします（初回無料）。
　　　　その際、１５分ほど歩数計の操作説明を行います。
　　　　スマホアプリでの参加も可能です。
 申込み 　健康づくりセンター窓口　☎３３－２１７９

（平日８時３０分～１７時１５分）

新規参加者随時募集中
（イメージ）

曜日 会　場 時　間
月

健康づくりセンター ９時～１２時、
１３時３０分～１７時火

水 関ふれあいセンター
９時１５分～１２時、
１３時３０分～１６時３０分木 南白亀ふれあいセンター

金 白潟ふれあいセンター

※時間内のご利用をお願いいたします。会場の状況等により中止と
なる場合があります。

※げんき君カードにチャージをするには、別途「げんき君カード」が
必要です。町内の加盟店で発行できます。

　くわしくは、白子町サービス会（白子町商工会内
　☎３３－２５１７）へお問い合わせください。

みんなで歩いて
健康に！

　健幸ポイント事業では、貯まったポイントと交換できる景品を、「QUOカード」、「ヤックス商品券」、「げ
んき君カードチャージ券」の中から選択することができます。年に２回（９月、３月）のポイント交換にお
いて、その都度選択でき、選択しなかった場合は自動的にQUOカードに交換されます。
　選択操作は歩数データを閲覧する「からだカルテ」上で行います。下記の場所・日程にて専任のスタッフ
がお手伝いしますので、ぜひご利用ください。

選択肢

選択肢

選択肢

１

２

３

QUOカード
１pt ＝ １円

げんき君カードチャージ券
１pt ＝１円

ヤックス商品券
１pt ＝ １円

▶次回の景品お渡し

令和８年９月下旬

▶景品選択可能期間
令和８年５月１日～
令和８年７月３１日

券面はイメージです

入 札 結 果 公 表 ※金額は税込表示

■３月実施分
●関ふれあいセンター空調機（ガスヒートポンプ）更新工事
　 落札業者 　飯島工業株式会社（応札者３者）

　 落札金額 　１３，９５９，０００円
　 落 札 率 　９２．８３％

●町民生活支援商品券配布事業印刷封緘業務
　 落札業者 　株式会社弘報社（応札者２者）

　 落札金額 　１，１６４，５８７円
　 落 札 率 　９１．１６％

選べます

※景品はいずれも１ポイント１円で、５００円単位でのお渡しとなります。
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足足のの８８００２２００ウウォォーキーキンンググ

  日　時  　６月１４日（日）　９時～１２時まで
  場　所  　長生村文化会館　会議室（長生郡長生村岩沼２１１９番地）
  内　容  　個別耐震相談

木造住宅を対象とした耐震について、相談員が住まいの状況に応じた相談にお答えいたします
  対象者  　次の条件にあてはまる木造住宅を白子町内に所有し、自ら居住している方

⃝昭和５６年５月３１日以前に建築若しくは着工された住宅
⃝階数が２以下である住宅（地下を除く）

  相談申込みについて  　申込時間：９時～、９時４５分～、１０時３０分～、１１時１５分～の４枠
　　　　　１組３０分程度を予定
申込方法：電話にて建設課管理係までご連絡ください
申込期間：５月１１日（月）～６月４日（木）まで先着順

主催：千葉県　　協力：千葉県建築士事務所協会
  申込み・問い合わせ  　建設課管理係　☎３３－２１１６　※申込状況により、中止する場合がございますので予めご了承ください。

わが家の耐震相談会 相談無料（要申込み）

  開催期間  　５月１０日日～５月３１日日
  会　　場  　日本全国各地

  対　　象  　健康な方・無理をしない方、
どなたでもご参加いただけます。

  イベントの流れ  

　期間中１日２０分以上、または約１．２㎞以上歩いたことをスタンプカードやアプリで報告するこ
とで１日当たり１２０円、２２日間で最大２，６４０円の寄付に繋がります。
＊協賛金は印刷費等の必要経費を除いた全額が寄付されます。（全協賛金額が上限）

  参加方法  

　いつもどおりのウォーキングをお楽しみいただき、①または②にて主催団体（一般社団法人足の
８０２０）へご報告ください。
❶紙で参加………スタンプカードに記入して郵送（カードは健康づくりセンターで入手できます）
❷アプリで参加…ドコモｄヘルスケアアプリをダウンロード

＊詳しくは「一般社団法人足の8020」ホームページ（https://www.ashino8020.jp/）より
ご確認ください。スタンプカードも団体ホームページからダウンロードできます。

  主　催  　一般社団法人　足の８０２０※

  後　援  　厚生労働省・内閣府・スポーツ庁・デジタル庁・こども家庭庁
全国５９２自治体（3 ４都道府県・５５８市区町村）

  問い合わせ  　一般社団法人 足の８０２０　☎０３－４５２０－１１４１
※一般社団法人足の８０２０：「８０歳で２０分間キビキビ歩くことができる社会」の実現を通して、３０年後の平均寿命＝健

康寿命を目指し、心身絆の幸せと医療費と社会保障費削減にも繋がるアクションと市民運動を起こす非営利団体です。

　「足の8020ウォーキング」は協賛金を貧困の
子どもたちを支援する団体に寄付する非営利・
寄付型ウォーキング
イベントです。

「一般社団法人足の８０２０」
ホームページ

参加費無料

2026

白子町は
この取組を応援

（後援）しています☆
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畑・家庭菜園の場合（植え付け前）
◦植え付けの１～２週間前に土に混ぜ込んでください
◦１㎡あたり１００～１５０ｇ程度が目安です

追肥として使う場合
◦株元から少し離した位置にまき、軽く土と混ぜて

ください
有機肥料のため即効性ではなく、じっくり効くの
が特長です
ネギや葉物と相性が比較的良く、芝・植木にも効
果が見込めます
実のなる作物は葉に栄養がいってしまうため少量
がおすすめです
必要に応じて化学肥料と併用すると、より安定し
た生育が期待できます

 ご注意 　窒素分が多いため、葉物に最適ですが、
使いすぎには注意してください。

白子町産の 肥料
今月は

5/21だよ!
かつりょく

しらこ活緑げんきくんしらこ活緑げんきくん
  対 象 者    白子町民の方
  日　　時    毎月第３木曜日

１３時３０分～１５時
日程が変更になる場合は町ホームペー
ジに掲載いたします

  配布場所    第３クリーンセンター
（白子町剃金９９２）

現地に直接来られる方

  内 容 量    土のう袋　約１０kg/袋
今回限り、おひとり様３袋まで

ただし、なくなり次第終了となります
※通常は２袋までの配布です

  問い合わせ  
環境課　☎３３－２１１８

「花の広場」は、庁舎東側にあります。「花の広場」は、庁舎東側にあります。
　春には満開の菜の花が咲き、　春には満開の菜の花が咲き、
　町内外からのたくさんのご来場を頂きました。　町内外からのたくさんのご来場を頂きました。

夏にはヒマワリが開花予定です。夏にはヒマワリが開花予定です。
　皆様のご来場をお待ちしております　皆様のご来場をお待ちしております

開花状況は白子町ホームページに公開しています。開花状況は白子町ホームページに公開しています。
　写真撮影可◎ぜひ、SNSにたくさんUPしてください！　写真撮影可◎ぜひ、SNSにたくさんUPしてください！

有機肥料の代表的な、有機肥料の代表的な、
なたね油かすに近い成分ですなたね油かすに近い成分です
土を活性化することを目標としている土を活性化することを目標としている
有機肥料ですので化学肥料と併用で有機肥料ですので化学肥料と併用で
より良い土壌づくりが可能となりますより良い土壌づくりが可能となります
農作物から家庭菜園など幅広く農作物から家庭菜園など幅広く
使用ができますので、ぜひご活用ください使用ができますので、ぜひご活用ください

夏野菜に向けて増量いたします！ 無料配布無料配布実施中!実施中!

生 産 業 者 保 証 票

登録番号 ８６０２８

肥料の名称 しらこ活緑げんきくん

肥料の種類 汚泥肥料

生産地および生産者 千葉県長生郡 白子町関５０７４－２ 白子町

主要な成分の含有量 窒 素 全 量  ５．５％　　 リン酸全量  ３．６％
加 里 全 量  ０．２６％　 炭素窒素比  ７．２　

使用者の声・おすすめの声
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年３回（６月・１０月・２月）
乾電池と同じ収集日収集日

管理職の異動及び退職等は次のとおりです。
異動等
会計管理者（会計課長兼務）　三橋　富子
議会事務局長　渡邉　昭
教育課長（小学校統合準備室長兼務）　佐藤　尚之
生涯学習課長（インターハイ準備室長兼務）髙橋　庸行

退職等
千葉県教育委員会へ　岩本　洋之　前教育課長

役場職員役場職員のの人事異動人事異動

小型充電式電池小型充電式電池をを乾電池乾電池のの収集日収集日にに収集収集しますします
　全国のごみ処理場やごみ収集車において、リチウム
イオン電池が原因とする火災が多く発生しています。
事故防止のため、分別収集にご協力をお願いします。

対
象
製
品

対
象
製
品

排
出
方
法

排
出
方
法

対
象
外
製
品

対
象
外
製
品

小型充電式電池（充電して繰り返し使える電池）

● リチウムイオン電池
● ニカド電池 ・ニッケル水素電池
● バッテリー（電動自転車・コードレス掃除機・電動工具等）
※リサイクルマークがある場合、小売店等に設置してある
　「小型充電式電池リサイクル BOX」でも回収を行っています。

小型充電式電池が
取り外せない製品

① 電池を使い切ってください。（放電する）
② 小型充電式電池は端子部分にテープを貼り絶縁処理してください。
③ 乾電池とは別の透明な袋に入れて、乾電池の収集日に、
　「小型充電式電池」と表示して、他のごみと離して集積所に出してください。

① 膨張・変形している小型充電式電池
長生郡市広域市町村圏組合環境衛生課又はお住まいの市町村の環境担当課まで直接お持ちく
ださい。（無料）

② 自動車・オートバイのバッテリー、ポータブル電源
組合では処理できないため、メーカーや販売店にご相談ください。

※長生郡市広域市町村圏組合環境衛生課又はお住まいの市町村でも、膨張・変形を問わず、小型充電式電池の
回収を行っています。（無料）

  問い合わせ  　長生郡市広域市町村圏組合　環境衛生課　☎０４７５－２３－４９４４

令和８年令和８年
６月６月からから

新規採用職員は次のとおりです。
新規採用職員
企画財政課　千葉　祥太
税務課　田中　義紀
建設課　木島　宏樹
産業課　関　智史
商工観光課　向後　明輝
健康福祉課　池本　奈央
住民課　出畑　真希
白潟保育所　山本　佳穂
関保育所　古谷　芽依
南白亀保育所　河野　結衣
生涯学習課　渡邉　正人
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この度、白子町の「地域活性化起業人」に就任いた
しました金子幸生と申します。
これまで私は「販売・営業」を経験し、多くの方々

と対話を重ね、課題を共に解決していく喜びを学んで
まいりました。現場で学んだ「誠実に対話を積み重ね
る姿勢」を大切にしながら、白子町のさらなる発展に
貢献したいと考えております。
常に謙虚に学び続ける姿勢を忘れず、情熱を持って
全力で取り組んでまいります。何卒よろしくお願いい
たします。

地域活性化起業人として、DMO設立に向けた支援
に取り組んでいます。行政、事業者、地域住民の皆さ
まをつなぎながら、地域資源の掘り起こしや観光戦略
の整理、関係者間の合意形成、体制整備などを進め、
持続可能な観光地域づくりを目指しています。あわせ
て、旅行・研修誘致にも力を入れ、地域ならではの自
然や文化を生かしたリトリートツアーの造成を支援し
ています。また、地域イベントとしてハゼ釣り
大会を企画・開催し、１００名を超える来訪に
つなげるなど、交流
人口の拡大にも取り
組んでいます。今後
も地域の魅力を高め、
にぎわいの創出と地
域活性化に貢献して
まいります。

白子町地域おこし協力隊の中島と申します。
現在は、NPO法人さくらが実施する「まち
づくり部」の場をお借りし、主に中学生を対
象とした探求学習型の教育プログラムの企画・
運営に取り組んでいます。
まずは地域資源を見つめ直すことから
始めようと、白子町内の魅力の掘り起こしに着手し、ブレインストーミングを重ね、町

役場の職員さんとの意見交換会も行いました。その結果、白子町を代表する地域資源は「たまねぎ」であること
を再確認し、たまねぎを原料とした加工品づくりに挑戦してきました。食品加工業者の方々を講師に迎え、商品
開発の進め方を学びながら、中学生自身が試行錯誤を重ね、試作品を完成させました。今後は、販売活動を通
じて学びが社会とつながる体験学習を予定しています。
また、地域づくりの基盤となる「人づくり・つながりづくり」を大切にし
た社会教育の観点から、航空会社で働く職業人（客室乗務員・企画業務スタッ
フ）を招いたキャリア学習会も開催しました。中学生・高校生・大学生・社
会人と、多様な立場の参加者が集い、講師自身の人生経験やキャリア形成
の過程を共有する「ソクラテスミーティング（対話型学習）」を実施しました。
このような取り組みを通じて、中学生が地域の魅力を発見し、働く大人と
出会いながら、地域の未来を主体的に描く力を育む探求学習を進めています。
メンバーは随時募集していますので、少しでも興味を持った中学生には、ぜ
ひ一度見学に来てもらいたいです。

白子町の活性化にご協力頂いている方々を紹介します

\\ 地域おこし協力隊 //

\\ 地域活性化起業人 //

中
なか

島
じま

 大
だい

介
すけ

さん

金
かね

子
こ

　幸
こう

生
せい

さん
旅行・研修誘致／イベント運営
観光コンテンツ造成

入
いり

江
え

　香
か

代
よ

子
こ

さん
マーケティング統括
全体戦略

担当
業務

担当
業務
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栄養価
１人分
あたり

エネルギー：119kcal	 たんぱく質：5.5g
脂　　　質：0.8g	 炭 水 化 物：21.3g
食 物 繊 維：4.0g	 食塩相当量：2.3g

❶切り干し大根をさっと水洗いして、ひたひたのぬるま湯に５
分くらい漬けて水に戻しておく。干し椎茸は１０分くらい水
に浸した後、６００ｗで３０秒加熱する。
❷切り干し大根は絞り、食べやすい長さに切る。干し椎茸はス

ライスする。
❸人参は千切りにし、さつま揚げは細切りにする。
❹こんにゃくは細切りにし、熱湯に通す。
❺フライパンに油を熱し、切り干し大根、人参、さつま揚げ、

こんにゃく、干し椎茸を炒める。水、顆粒だしを加えて煮立っ
たら、中火にして５分煮る。
❻砂糖、醬油、みりん、酒を加えて約１５分煮る。

白子町食と健康づくり推進会から、旬のレシピをお届けします。

食と健康づくり推進会からの
ワンポイント

　切り干し大根とこんにゃくを入れることで食物
繊維が摂取できます。食物繊維は、血糖値上昇
の抑制やコレステロール値の低下を促します。そ
のため、積極的に摂りましょう。また、小鉢に
たんぱく質をプラスすることで、フ
レイル（やせ）予防にも効果的です。
毎日の食事に、肉や魚、卵、大豆製
品を意識して取り入れてみましょう。

腸から元気！
切り干し大根の煮物

⃝切り干し大根……６０ｇ
⃝人参………………５０ｇ
⃝干し椎茸……………３枚
⃝さつま揚げ……１００ｇ
⃝突きこんにゃく…４０ｇ

しらこの
旬レシピ

材料（４人分）

作り方

⃝水…………………５００ｍｌ
⃝顆粒だし…小さじ１と１／２
⃝砂糖…………………大さじ２
⃝醤油…………………大さじ２
⃝みりん………………大さじ２
⃝酒……………………大さじ２

　広域都市計画マスタープラン（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）の都市計画変更・決定
に関する案を縦覧します。

  種　　類  　九十九里広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
  縦覧場所  　白子町建設課・千葉県都市計画課・千葉県市街地整備課
  縦覧期間  　５月７日(木)～５月２１日(木)　※土、日曜、祝日を除く
  縦覧時間  　８時３０分～１７時１５分
  意見書の提出  

意見書を提出できる方 町内に住所がある方（法人を含む）、利害関係がある方
意 見 書 の 提 出 方 法 本都市計画案についてご意見のある方は、意見と住所、氏名などを記載した意見書

を千葉県知事あてで、白子町建設課へ郵送または持参してください。
※意見書様式は建設課窓口にあります。

意 見 書 の 提 出 期 間 ５月７日(木)～５月２１日(木)　※郵送の場合は２１日(木)消印有効
意 見 書 の 郵 送 先 〒２９９－４２９２　長生郡白子町関５０７４－２　白子町建設課　宛て
意 見 書 の 取 扱 い 提出されたご意見は、その要旨を千葉県都市計画審議会に提出し、審議の判断資料

の一つとします。

  問い合わせ  　建設課	 ☎３３－２１１６
千葉県都市計画課	 ☎０４３－２２３－３３７５
千葉県市街地整備課	 ☎０４３－２２３－３５４１

都 市 計 画 案 の 縦 覧
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Notification

『食べる』を味方に。
～試食会のお知らせ～

  日　時  　５月１９日（火）
午前の部：９時３０分～１１時
午後の部：１４時１５分～１６時

  場　所  　健康づくりセンター　ホール
  内　容  　「高血圧」をテーマに試食会を行います。

試食は、新玉ねぎの減塩レシピの試食を予定して
います。カリウム摂取についての資料も配布します。

※一部変更の可能性あり。
予約不要、参加費無料です。
ぜひ、お一人でもお仲間とご一緒にでも、気軽に

お立ち寄りください。
  問い合わせ  　健康づくりセンター　☎３３－２１７９

創業スクール開催
【特定創業等支援事業】

 対 象 者  　これから創業を考えている方、創業間もない方
  日　　程  　７月１１日、１８日、２５日、８月１日の

毎週土曜日４週連続
※予備日：８月８日（土）

  定　　員  　４０名（応募者多数の場合は抽選）
  受 講 料  　無料
  募集期間  　５月２９日（金）～６月１２日（金）正午
  会　　場  　幕張テクノガーデン会議室（ＣＢ棟３階）
  そ の 他  　経験豊かな中小企業診断士が講師となり、

創業計画の作成をしっかりとサポートしま
す。最終日には創業経験者の先輩社長によ
る講演も行います。ご希望に応じて、後日
個別相談に対応致します。千葉県信用保証
協会のホームページよりお申込みください。

  問い合わせ  　千葉県信用保証協会　成長サポート部
地域サポートチーム
☎０４３－２３９－３２８１
■℻０４３－２３９－３２９２

第４５回　白子町民柔道大会結果
  と　き  　３月２０日（金・祝）
  ところ  　白子中学校 柔道場

第５回　町民クレー射撃大会結果
  と　き  　３月６日（金）
  ところ  　京葉射撃倶楽部

小学１年生の部 優勝 尾崎　我空
小学２年生の部 優勝 相内　麗生
小学３年生の部 優勝 数金　巧翔
小学４年生の部 優勝 森　　柔心
小学５年生の部 優勝 藤井　奨馬
小学６年生の部 優勝 若林　昊明
中学生男子の部 優勝 藤井　大雅
中学生女子の部 優勝 川北　苺花

優　勝 御園美紀夫
準優勝 代市　正志
第３位 田邉　義輝

自動車税は６月１日までに
納めましょう

　自動車税の納期限は６月１日（月）です。５月１日
（金）に千葉県自動車税事務所から納税通知書が送付さ
れていますので、納期限までに納めましょう。
  支払方法が選べて便利！  
　納税通知書に記載の金融機関、コンビニエンススト
ア、県税事務所などでの現金納付のほか、以下の支払
い方法が利用できます。
・スマートフォン決済アプリ　・クレジットカード
・インターネットバンキング　・Pay-easy（ペイジー）
・口座振替（ダイレクト方式）
  問い合わせ  　茂原県税事務所　☎０４７５－２２－１７２１

自動車税事務所　☎０４３－２４３－２７２１
県税務課　　　　☎０４３－２２３－２１１７

第７４回　町民ゴルフ大会
  と　　き  　５月２０日（水）トップ７時５３分スタート
  と こ ろ  　ＰＧＭ大多喜カントリークラブ
  プレー費  　１０，２９０円（昼食・パーティ代含）

※ロッカー代別
  参 加 費  　２，０００円　
  申 込 み  　５月１日（金）～５月１２日（火）

青少年センター（月・祝日休館）
※募集人数に達し次第終了
※３名以下でお申込みの場合は参加者を

組合せることがあります。
  問い合わせ  　生涯学習課　☎３３－２１４４

第４８回
町民グラウンドゴルフ大会結果

  と　き  　３月１５日（日）
  ところ  　白子中学校 柔道場
◆男子の部◆
優　勝 萬崎　義清
準優勝 井上　維明
第３位 田辺　孝治

◆女子の部◆
優　勝 石和田ふみ子
準優勝 上代　淳子
第３位 斉藤友美恵
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南白亀小６年　栗
くり

　原
はら

　美
み

　雨
う

◯評 うねりながら空を舞う龍をダイナミッ
クに描きました。鱗や毛の色を丁寧
に塗り重ねて仕上げることができまし
た。

関小 6 年　齋
さい

　藤
とう

　萌
め

　衣
い

◯評 傾斜やコースの形状を工夫し、玉
の動きを考えながら安定した転が
りを実現しました。

白潟小６年　染
そめ

　谷
や

　海
み

　夏
なつ

◯評満月のきれいな空をとぶモモンガを描きま
した。モモンガの毛の流れや花びらの形、
木の枝の伸び方など、細かい部分までこ
だわりながら生き生きとした生き物の様
子を表現することができました。絵全体
の色が青色や紫色に統一され、とても幻
想的できれいな作品に仕上がりました。

　町内での移動が困難な高齢者等に対して、日常生活の利便と社会参加の促進を図るため、送迎サービス事業を行って
います。
　利用を希望される方は、事前の登録が必要となりますので、白子町社会福祉協議会へ申請してください。

●対 象 者：町内に住所を有する在宅の高齢者等で、対象者及び対象者と同一の世帯員に、町税等の滞納がなく、
次の各号のいずれかに該当するものとする。
⑴　７５歳以上の単身世帯の者及び７５歳以上の世帯員のみで構成されている世帯の者
⑵　自動車の運転ができない者
⑶　家族等による送迎ができない者
⑷　１人で車の乗り降りができる者　
　※対象者の介助者は、１名まで乗車可能とする。

●利 用 料：無料
●利用日時：月～金　（土日祝日除く）　８時４５分～１６時３０分
●利用範囲：町内の医療機関、公共機関、買い物等
●回　　数：片道８回（月）
●登録申請に必要なもの：後期高齢者医療保険証または介護保険被保険者証
●利用方法　①まずは白子町社会福祉協議会で登録申請をしてください。
　　　　　　②利用する場合
　　　　　　　希望日の１週間前から前日の正午までに、白子町社会福祉協議会へ予約をしてください。
　　　　　　　予約状況により希望の時間にご利用出来ない場合もあります。

  申請・予約  　社会福祉協議会　　　☎３３－５７４６
  問い合わせ  　健康福祉課　福祉係　☎３３－２１１３

白子町らくらくタクシーの利用について
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（役）…役場　（健セ）…健康づくりセンター　（公）…公民館　（青セ）…青少年センター　（関）…関地区　（南）…南白亀地区　（白）…白潟地区

月　日 内　　　　　科 外　　　　　科
５月３日 山 之 内 病 院 0475-25-1131 宍 倉 病 院 0475-24-2171
５月４日 もといハッピークリニック 0475-36-3537 菅 原 病 院 0475-25-1171
５月５日 渡 辺 医 院 0475-27-7733 三 枝 医 院 0475-25-2203
５月６日 東 部 台 医 院 0475-22-2455 聖 光 会 病 院 0475-35-5151
５月10日 安 藤 医 院 0475-33-2211 菅 原 病 院 0475-25-1171
５月17日 宮 本 内 科 医 院 0475-22-3770 宍 倉 病 院 0475-24-2171
５月24日 吉 田 医 院 0475-34-3045 公 立 長 生 病 院 0475-34-2121
５月31日 睦 沢 診 療 所 0475-44-2236 宍 倉 病 院 0475-24-2171

●休日の当番医案内
※あらかじめ医療機関へ連絡してから受診してください。

▶休日当番医の診療時間　午前 9 時～午後 5 時
▶変更になる場合もありますので、「医療機関」または「消防本部」
　（０４７５－２４－０１１９）に確認してください。

日 月 火 水 木 金 土
4/29 4/30 1 2

移動交番（青セ）
13時30分～15時

3 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6 振替休日 7 不燃ゴミ（南）
資源ゴミ（関）8 9

青少年センター休館日 青少年センター休館日
健幸スマイルスタジオ（健セ） 
10時～、13時30分～
○妊娠16週以降のママ
○未就学児のママ
※予約制・専用サイトで
　の事前申し込み必要

青少年センター休館日 青少年センター休館日 1歳６か月児健診（健セ）
13時10分～13時30分
〇Ｒ６年９～11月生

（母子手帳・使用中の歯
ブラシ・ライフサポート
ファイル）

10 11 12 13 14 不燃ゴミ（関）
粗大ゴミ（白）15 16

青少年センター休館日
子宮頸がん検診（健セ）
骨密度検診（健セ）

心配ごと・人権・行政
相談（公） 
９時～12時 
予約制☎33-5746

こあらっこ（健セ） 
13時30分～※予約制 
○子育て相談 

（ライフサポートファ
イル、母子手帳）

わが家の耐震相談会 電話受付開始（建設課：6月4日（木）まで）

17 18 19 20 21 粗大ゴミ（南） 
資源ゴミ（白）22 23

青少年センター休館日
健幸スマイルスタジオ（健セ） 
10時～、13時30分～
※予約制
○妊娠16週以降のママ
○未就学児のママ
※専用サイトでの事前
　申し込み必要

心配ごと相談（公） 
９時～12時 
予約制☎33-5746

しらこ活緑げんきくん
無料配布

（第３クリーンセンター） 
13時30分～15時

子宮頸がん検診（健セ）　骨密度検診（健セ）

24 25 26 27 28 不燃ゴミ（白） 
粗大ゴミ（関）
資源ゴミ（南）29 30

休日開庁 
８時30分～12時

青少年センター休館日
ママパパ教室（健セ）
〇出産予定日がＲ８年
８月～10月の妊婦と
そのパートナー
受付13時～13時15分
（母子手帳）

心配ごと相談（公） 
９時～12時 
予約制☎33-5746

離乳食教室（健セ）
①R7年11月～R8年2月生
　９時45分～
②R7年３月～６月生
　14時15分～
※①②とも予約制

（エプロン・三角巾・
マスク・ふきん2～3枚）

乳児健診（健セ）
〇Ｒ８年１月生
13時～13時10分

（母子手帳・バスタオル）
〇R7年５月、10月生
13時15分～13時30分

（母子手帳・バスタオル・
使用中の歯ブラシ）
移動交番（青セ）
13時30分～15時

31
ゴミゼロ運動
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■編集・発行／白子町役場　企画財政課　☎３３－２１８０　  〒299–4292 千葉県長生郡白子町関 5 0 7 4 – 2
■ホームページアドレス  https://www.town.shirako.lg.jp　  ■Ｅメールアドレス  info@town.shirako.lg.jp

こども急病
電 話 相 談
夜 間 急 病
診 療 所

☎局番なしの ♯8000　ダイヤル回線からは043－242－9939
毎日　午後７時～翌日午前８時
診療科目  内科・小児科　長生郡市保健センター内（茂原市八千代1-5-4） 
診療時間  午後８時～午後11時　受付時間  午後７時45分～午後10時45分　☎0475-24-1010

※「☎３３－」から始まる電話番号の市外局番は、「０４７５」です。　　　　　　※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

の５月/May

※広報の送付を希望される方
に郵送しています。
　ご希望の方は、企画財政課
へお申し込みください。

広報しらこをアプリでご覧
いただけます。

今月の納税 ◦軽自動車税…全期
６月１日までに納めましょう。
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https://machiiro.town/

